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◆ 要望活動を実施 

全国消防長会 

標記の件について、平成２３年９月１６日（金）、総務省において、北村会長及び高橋東北支部

長（仙台市消防局長）が川端総務大臣等に対して「東日本大震災に伴う財政措置について」の要

望を、また、北村会長及び長谷川総務委員会委員長（京都市消防局長）が久保消防庁長官に対し

て「消防長及び消防署長の任命資格について」の要望を実施しました。 

要望内容については、以下のとおりです。 

 

【東日本大震災に伴う財政措置について】 

本年３月１１日に発生した東日本大震災は、死者約１万６千人、行方不明者は未だ約５千人に

及ぶなど、まさしく未曾有の大災害となり、特に被災地を管轄する消防本部はかつて経験したこ

とのない規模の災害に、全消防力をもって対応したところであります。 

また、こうした人的被害のみならず、災害対応の拠点施設である消防庁舎や、車両をはじめと

する各種資機材も、津波により壊滅的な被害を受けたところであります。 

このような中、平成２３年度国の補正予算（第１号）による消防防災施設災害復旧費補助金及

び消防防災設備災害復旧費補助金により、復旧のための財政措置が講じられているところであり

ますが、この度の津波で全半壊した消防防災施設・設備の復旧には、市町村の復興計画策定が前

提となり、その整備には数年を要することが想定され、現行の財政措置のみでは、被災施設・設

備の復旧が果たせない状況となっております。 

一方、被災地の復興には、住民生活の基本となる安全・安心の確保が不可欠であり、消防防災

施設・設備の復旧には最優先に取り組む必要がありますが、被災自治体の対応には限界があるこ

とから、国によるより一層の財政支援が強く求められる状況となっております。 

つきましては、被災地の復旧・復興状況を適切に把握いただき、今後の消防関係予算要求時に

おきましては、次の事項について万全の措置を講じられますよう要望いたします。 

 

１ 消防防災施設・設備等の復旧は、市町村の復興計画策定が前提であり、策定後も建設にあ

たっては、用地取得や各種調整など膨大な時間を要することから、消防防災施設災害復旧費補

助金及び消防防災設備災害復旧費補助金の継続など、消防防災施設・設備の復旧に係る長期的

な財政措置を講じられたい。 

 

２ 消防防災施設・設備の復旧に係る長期的な財政措置と併せ、平成２３年度国の補正予算（第

１号）等に係る地方債の充当率及び地方交付税措置などについて、被災地の財政状況を考慮し

た取扱いを次年度以降も継続されたい。 

 

３ 被災庁舎移転に伴う用地取得費などについて、国による新たな財政支援を講じられたい。 

 

 

 

【消防長及び消防署長の任命資格について】 

消防組織制度の充実強化につきましては、平素から深いご理解と格別のご尽力を賜り厚くお礼

申し上げます。 

現在、消防長及び消防署長については、消防組織法第１５条第２項により、政令で定める資格

を有する者でなければならないと規定されています。これに関し、地方分権改革推進委員会第２

次勧告において、地方自治体が自らの責任において行政を実施する仕組みを構築するとの観点か

ら、当該条項は一定の見直しが必要とされました。さらに、先般の地域主権戦略会議においては
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第３次見直しの対象となり、当該条項は、廃止又は努力義務化等の見直し、あるいは条例委任と

する方針が決定されました。 

この地域主権改革の流れは時代の要請を受けたものであり、地域主権戦略会議の方針について

は、一定の理解ができるものであります。 

一方で、消防長等の任命資格を定める政令の要件については、消防を取り巻く環境の変化に適

切に対応するため、平成２１年８月に一部改正がなされたものの、その必要性から国において引

き続き規定されてきました。加えて、未曾有の大災害となった先の東日本大震災において大きな

役割を果たした消防組織の重要性からも、災害現場における指揮権の行使など、その組織の長た

る消防長及び消防署長が担う職責の重大性が、本会のみならず、国においても再認識されたもの

と推察いたします。 

つきましては、地域主権改革の趣旨を踏まえつつ、消防長等の重大な責務に鑑み、消防長等の

任命資格について、下記のとおり要望申し上げます。 

 

記 

 
消防長及び消防署長の任命資格については、地域主権改革も踏まえて努力義務規定とするなど、

国の見解としてこれまで同様に国の法令において位置付けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【久保消防庁長官に対して要望を行う様子】 
写真（左）、左から高橋東北支部長、北村会長、久保消防庁長官、長谷川総務委員会委員長 



◆ 平成２３年度消防長研修会の開催予定 

全国消防長会 

標記の件について、次のとおりお知らせします。 

支部名 開 催 日 開催時間 会   場 

北海道 
１１月２１日 

（月） 

１３：００ 

～ 

１６：００ 

会場名 ロイトン札幌 

住 所 北海道札幌市中央区北１条西１１丁目 

東 北 
１１月２４日 

（木） 

１４：００ 

～ 

１７：００ 

会場名 ホテル福島グリーンパレス 

住 所 福島県福島市太田町１３番５３号 

関 東 
 ９月３０日 

（金） 

１３：３０ 

～ 

１７：００ 

会場名 新横浜グレイスホテル 

住 所 
神奈川県横浜市港北区 

新横浜三丁目６番１５号 

東近畿 

 

近 畿 

１１月 １日 

（火） 

１３：３０ 

～ 

１７：１５ 

会場名 ホテルグランヴィア京都 

住 所 
京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る 

東塩小路町９０１番地 京都駅ビル内 

中 国 
１１月 ２日 

（水） 

１３：００ 

～ 

１６：３０ 

会場名 萩グランドホテル天空 

住 所 山口県萩市古萩町２５番地 

四 国 
１１月２５日 

（金） 

１２：００ 

～ 

１６：００ 

会場名 ホテルＪＡＬシティ松山 

住 所 愛媛県松山市大手町一丁目１０番１０号 

九 州 

１１月１７日 

（木） 

 

１１月１８日 

（金） 

（１７日） 

１３：００ 

～ 

１６：４５ 

 

（１８日） 

９：００ 

～ 

１２：１５ 

会場名 沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ 

住 所 沖縄県那覇市泉崎二丁目４６番地 

※ 東海支部については、８月２６日（金）に終了しました。 

 

 



 

 

 

◆ 県境を越えたラピッドカー（ドクターカー）の運用を開始 

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部（茨城） 

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部では、千

葉県印西市の日本医科大学千葉北総病院とラピッド

カー運用に関する協定を締結し、平成２３年９月９

日（金）から運用を開始しました。 

このラピッドカーは、緊急自動車として登録され

たドクターカーに医師が同乗し、消防機関の要請に

より出動、途上で救急車と合流することにより迅速

な救命治療を開始するための車両で、同病院が運航

しているドクターヘリの運航時間外の一部を補完す

る目的で運用されています。 

これにより、当消防本部管内におけるドクターヘ

リ運航時間外の救急医療体制の充実が図られました。 

◎ ラピッドカー運用日時 

毎週月・水・金・土 

ドクターヘリ運航終了時間（日没）から２１時まで 

 

 

◆ ドクターカーとの連携で救命率を向上 

湖南広域消防局（滋賀） 

湖南広域消防局では、平成２３年９月９日（金）

の「救急の日」に、三次救命救急センターである済

生会滋賀県病院とドクターカーの運用に係る協定を

締結し、滋賀県内で初めてとなるドクターカーの運

用が実現しました。 

ドクターカーは、当消防局からの要請を受けて出

動するもので、早期に医療行為に着手でき、当消防

局管内の救命率の向上や、傷病者の後遺症の軽減が

図れるものと期待しています。 

運用は９月１２日（月）から開始され、同月１４

日（水）現在（運用３日）で３件に出動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成２３年度違反建築防止週間の実施に対する協力依頼について 

消防庁 

「平成２３年度違反建築防止週間の実施に対する協力依頼について」（平成２３年９月１４日

付け消防予第３５０号）が予防課長名にて、各都道府県消防防災主管部長及び東京消防庁・各指

定都市消防長あてに次のとおり通知されましたのでお知らせします。 

標記について、「平成２３年度違反建築防止週間の実施に対する協力依頼について」（平成

２３年８月３０日付け国住安第２４号）により、国土交通省住宅局長から別添（省略）のとおり

協力依頼がありましたので、お知らせします。 

各都道府県におかれましては、貴管内の市町村又は消防本部に対してもこの旨周知されますよ

うお願いします。 

※ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/concern/law/notice23.html）に掲載

されています。 

 

 

国等の動き 

消防本部の動き 

【日本医科大学千葉北総病院  
 ラピッドカー（ドクターカー）】 

【協定書に調印した杉本病院長（右） 
  と岩佐消防局長（左）】 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/notice23.html�


 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成２３年８月の熱中症による救急搬送の状況 

消防庁 

標記について、平成２３年９月１４日に次のとおり報道発表されましたのでお知らせします。 

消防庁では、平成２３年８月の熱中症による全国の救急搬送の状況（確定値）を取りまとめた

ので、その概要を公表します。 

【資料】 

平成２３年８月の熱中症による救急搬送状況（省略） 

※ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/neuter/houdou_01/houdou23nen.html）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ライブハウス等における防火安全対策について（情報提供） 

消防庁 

「ライブハウス等における防火安全対策について（情報提供）」（平成２３年９月１５日付け

事務連絡）が予防課及び危険物保安室名にて、各都道府県消防防災主管課及び東京消防庁・指定

都市消防本部あてに次のとおり事務連絡されましたのでお知らせします。 

先般、東京都内のライブハウスにおいて、不特定多数の者を殺害する目的で店内にガソリンを

まいて放火しようとした事案が発生したことを受け、別紙（省略）のとおり「ライブハウス内無

差別殺人未遂事件の発生に伴う安全対策の強化について」（平成２３年９月６日付け警察庁丁生

企発第４７１号、丁保発第１６７号）が警察庁生活安全局生活安全企画課長及び保安課長から警

視庁生活安全部長及び各道府県警察（方面）本部長あてに、また、「ライブハウス等の施設管理

者に対する指導等について」（平成２３年９月１２日付け事務連絡）が警察庁生活安全局生活安

全企画課理事官及び保安課理事官から警視庁生活安全部生活安全総務課長及び保安課長並びに各

道府県警察本部生活安全部長あて通知されているところです。 

上記通知において、危険物の取扱い等に関し消防法令を遵守すること及びライブハウス等の施

設に対する立ち入りについて、消防機関と連携を図り指導することとされているところであり、

消防機関においても適宜警察機関からの相談等に応じて対応いただくようお願いします。 

また、各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処

理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨周知されるようお願いします。 

※ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/concern/law/notice23.html）に掲載

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】予防課 

担 当：大嶋、村瀬、吉川 

電 話：０３－５２５３－７５２３ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３３ 

E-mail：t.yoshikawa@soumu.go.jp 

【連絡先】救急企画室 

担 当：長谷川、伊藤、渡邊（俊） 

電 話：０３－５２５３－７５２９ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３９ 

【連絡先】 

予防課 

担 当：村瀬係長、鍋島事務官 

電 話：０３－５２５３－７５２３ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３３ 

危険物保安室 

担 当：竹本係長 

電 話：０３－５２５３－７５２４ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３４ 

http://www.fdma.go.jp/neuter/houdou_01/houdou23nen.html�
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◆ 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令（案）に対する意

見募集の結果及び省令の公布 

消防庁 

標記について、平成２３年９月１５日に次のとおり報道発表されましたのでお知らせします。 

消防庁では、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令（案）

について、平成２３年７月２２日から同年８月２１日までの間、国民の皆様から広く意見を募集

したところ、１件の御意見をいただきました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え

方を取りまとめましたので公表します。また意見募集の結果を踏まえ、本日、当該省令を公布し

ました。 

１ 改正内容 

近年の危険物施設における地下貯蔵タンク等からの危険物流出事故の実態に鑑み、平成２２

年に危険物の規制に関する規則（昭和３４年総理府令５５号）を改正し、既設の地下貯蔵タン

ク等の設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚から腐食のおそれが（特に）高いものを対象に、

内面ライニング、電気防食等の措置を講じることとしたところです。（平成２３年２月１日施

行。経過措置期間は２年（平成２５年１月３１日まで）。） 

一方、東日本大震災により被災地の危険物施設も大きな被害を受けていることから、このよ

うな危険物施設について、地下貯蔵タンク等に係る安全を確保することを条件に、経過措置期

間を３年（平成２８年１月３１日まで）延長する内容の省令改正を行うものです。 

２ 意見募集の結果 

省令案について、平成２３年７月２２日から同年８月２１日までの間、意見を募集したとこ

ろ、１件の御意見をいただきました。 

いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方は別紙（省略）のとおりです。 

３ 省令の公布 

消防庁では、意見公募手続の実施結果等も踏まえて検討した結果、危険物の規制に関する規

則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令（平成２３年総務省令第１２９号）を本日付

けで公布しました。（公布日施行） 

※ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/neuter/houdou_01/houdou23nen.html）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 「泡消火設備の基準に関する検討報告書」の公表 

消防庁 

標記について、平成２３年９月１５日に次のとおり報道発表されましたのでお知らせします。 

消防庁では、「泡消火設備の基準に関する検討会」を開催し、バイオ燃料を含む危険物を貯蔵

し、又は取り扱う危険物施設に設置する泡消火設備について、必要な性能を確認し、技術基準の

素案を策定するための検討を行ってきました。この度、報告書がとりまとめられましたので、公

表します。 

【別添資料】 

「泡消火設備の基準に関する検討報告書」の概要（省略） 

※ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/neuter/houdou_01/houdou23nen.html）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】危険物保安室 

担 当：大上課長補佐、米田 

電 話：０３－５２５３－７５２４ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３４ 

E-mail：k3.yoneda@soumu.go.jp 

【連絡先】危険物保安室 

担 当：中本、竹本 

電 話：０３－５２５３－７５２４ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３４ 
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◆ 平成２３年（１月～３月）における火災の概要（概数） 

消防庁 

標記について、平成２３年９月１６日に次のとおり報道発表されましたのでお知らせします。 

総火災件数は１５，５０３件で、おおよそ１日あたり１７２件、８分に１件の火災が発生した

ことになります。 

なお、東北地方太平洋沖地震による被災３県（宮城県、岩手県、福島県）のデータは除いてい

ます。 

① 総出火件数は１５，５０３件でした。 

総出火件数は１５，５０３件で、火災種別でみますと建物火災が７，８７１件、車両火災が

１，２３８件、林野火災が８３１件、船舶火災が１７件、その他火災が５，５４５件でした。 

② ６６７人の方が火災により亡くなっています。 

６６７人の方が火災により死亡し、２，３２８人の方が火災により負傷しています。 

③ 住宅火災による総死者の６６％以上は６５歳以上の高齢者が占めています。 

住宅火災による総死者（放火自殺者等を除く。）数は４４４人で、このうち６５歳以上の高

齢者は２９４人、６６．２％を占めています。 

④ 出火原因の第１位は「放火」、第２位は「たばこ」です。 

総出火件数の１５，５０３件を出火原因別にみると、「放火」１，５４５件（１０．０％）、

「たばこ」１，５００件（９．７％）、「たき火」１，３１０件（８．４％）、「放火の疑い」

１，２５７件（８．１％）、「こんろ」１，０８８件（７．０％）の順となっています。 

また、「放火」及び「放火の疑い」を合わせると２，８０２件（１８．１％）となっていま

す。 

※ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/neuter/houdou_01/houdou23nen.html）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週間情報では、各本部の身近な情報を掲載していますので情報をお寄せください。 

週間情報への投稿は企画課へ！ 

TEL 03-3234-1321 FAX 03-3234-1847  E-mail : weekly@fcaj.gr.jp 

【連絡先】防災情報室 

担 当：矢部、江﨑 

電 話：０３－５２５３－７５２６ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３６ 
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